
京都市告示第   号 

 京都市京町家の保全及び継承に関する条例第１７条第１項の規定により、以下の所在地

にある京町家を重要京町家に指定しましたので、同条第３項の規定により次のとおり告示

します。 

  令和７年９月３０日 

京都市長 松井 孝治   

 

 重要京町家の所在地 

所  在  地 

京都市北区紫竹東高縄町２９番地 

京都市北区等持院東町５６番地、５６番地の１ 

京都市北区大森東町２５５番地 

京都市上京区出水通土屋町東入東神明町２９７番地の４、２９７番地の５、２９

７番地の６、２９７番地の７、２９７番地の８ 

京都市上京区出水通浄福寺西入東神明町２９７番地の１ 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１６９番地の２ 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８３番地の２（一部） 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８３番地の２（一部） 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８３番地の２（一部） 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町１８３番地の２（一部） 

京都市上京区上立売通室町西入上立売町１番地の２５、１番地の２６、１番地の

２７ 

京都市左京区北白川下別当町７６番地 

京都市左京区下鴨宮崎町１０６番地の２ 

京都市左京区浄土寺真如町５番地の４ 

京都市左京区田中大堰町１４４番地、１４５番地、１４６番地、１４７番地、１

４８番地、１４９番地 

京都市左京区浄土寺馬場町３５番地の１ 

４０９



所  在  地 

京都市左京区岡崎円勝寺町５７番地、５７番地の７、５９番地、５９番地の１、

５９番地の１３、５９番地の１４ 

京都市中京区柳馬場夷川上る五町目２３４番地 

京都市中京区聚楽廻西町１６６番地 

京都市中京区小川通夷川下る槌屋町６１４番地 

京都市中京区富小路通御池下る松下町１３５番地 

京都市中京区新町通四条上る小結棚町４３２番地 

京都市中京区烏丸通四条上る笋町６８６番地 

京都市中京区錦小路通室町西入天神山町２８６番地 

京都市中京区油小路通四条上る藤本町５４７番地 

京都市中京区壬生梛ノ宮町２４番地、２４番地の２ 

京都市中京区新町通三条下る三条町３４０番地 

京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組２５３番地 

京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町６７番地の４ 

京都市東山区大和大路通三条下る東側大黒町１６４番地の１ 

京都市東山区新門前通大和大路東入西之町２３４番地 

京都市山科区北花山山田町８７番地の１ 

京都市下京区若宮通七条上る竹屋町６７６番地 

京都市下京区若宮通七条上る竹屋町６７５番地 

京都市下京区朱雀北ノ口町１５番地の１ 

京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町６４番地、６４番地の１、６５番地、６

７番地 
京都市下京区綾小路通新町西入矢田町１１６番地、１１８番地の１ 
京都市下京区東洞院通高辻下る燈籠町５７４番地 
京都市下京区西新屋敷中之町１１４番地の４、１１４番地の５ 
京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町３９４番地、３９６番地 
京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町６０７番地 
京都市下京区西石垣通四条下る斎藤町１４０番地の５ 



所  在  地 
京都市下京区麩屋町通仏光寺下る鍋屋町２５５番地の２ 
京都市南区大宮通八条下る九条町４１２番地の１（一部） 
京都市南区大宮通八条下る九条町４１２番地の１（一部） 

京都市南区大宮通八条下る九条町４１２番地の１（一部） 
京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町３番地の４ 
京都市右京区御室小松野町２３番地の３ 
京都市西京区樫原下ノ町５番地 
京都市伏見区深草藤森玄蕃町５６９番地の５ 
京都市伏見区塩屋町２２３番地、２２３番地の３、南浜町２５１番地 
京都市伏見区久我石原町１番地の５ 
京都市伏見区久我本町５番地の３７ 

（都市計画局まち再生・創造推進室） 


